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研究成果の概要（和文）：アメリカ障害差別禁止法（ADA）における「障害」の定義を検討し、障害者差別解消
法が施行された日本への示唆を得た。ADA改正前、法の趣旨に反して「障害」の定義が狭く解釈されたため、原
告が「障害」をもっているとは認められない事例が頻出し、ADAに違反する差別を受けていることを証明する機
会が奪われた。ADA改正のいきさつから日本が学べるのは、障害の社会モデルの考え方を採用し、「心身の機能
の障害」（インペアメント）そのものが原因で社会的不利を被っている人のみならず、インペアメントに対する
他者の否定的態度によって社会的不利に直面している人も含めて障害差別の解消に取り組む必要性である。

研究成果の概要（英文）：I examined the definition of disability under the Americans with 
Disabilities Act (ADA) and discussed possible implications of the analysis of the ADA for the 
Japanese disability discrimination Policy.
Many plaintiffs were not recognized as having disabilities and could not criticize disability 
discrimination based on the ADA, because the Court interpreted narrowly the concept of disability 
contrary to the purpose of the law. In light of the experience of the ADA, the Japanese government 
should adopt the broad definition of disability in line with social model of disability and protect 
not only persons whose social disadvantages are caused directly by merely impairments but also 
persons whose social disadvantages are caused by interaction between impairments and social 
barriers. 

研究分野： 社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 2016 年 4月、障害者差別解消法（以下、差
別解消法）が施行された。差別解消法は、障
害を理由とする差別的取扱いを受ける者を
「身体、知的、精神障害者その他の心身の機
能の障害がある者」と定義しているが、同様
の差別を受ける者としてはこの他にも様々
な人々が考えられ、そこには顔のあざや傷痕
など容貌の障害をもつ人々も含まれうる（引
馬 2013）。事実、アメリカやイギリスの障害
差別禁止法は「障害」の概念を広く捉え、容
貌の障害をもつ人々を含めて障害差別の解
消に取り組んできた。 
 差別解消法が実効性を発揮するには、「障
害」の範囲を障害差別の現実に照らして設定
する必要がある。しかし、「容貌の障害」を
含めてどこまでを「障害」の範囲に含めるか
は曖昧で、検討の余地が残されている。 
 
２．研究の目的 
本研究は、こうした背景をふまえ、1990 年

に成立して 2008 年に改正されたアメリカ障
害差別禁止法（Americans with Disabilities 
Act: 以下、ADA）に注目して、容貌の障害を
含む「みなし障害」を理由とする個別事例を
収集し、事例分析から「障害」の定義を明ら
かにすることを目的に設定した。なお、本研
究が対象とするのは、雇用分野における障害
差別である。 
 
３．研究の方法 
 データベース LexisNexis を用いて、ADA 施
行後に書かれた法学論文のうち、“regarded 
as ”（ み な し 障 害 ） か つ “ cosmetic 
disfigurement”（容貌の損傷・欠損）または
“facial disfigurement”（顔の損傷・欠損）
の語を含むもの 42 本を収集し、その中で言
及されている判例を分析対象とした。また、
雇用差別に関する訴えを受理・調査し、和解
のための調停をおこない、調停が成立しない
場合は提訴などの手続きをする雇用機会均
等 委 員 会 （ U. S. Equal Employment 
Opportunity Commission: 以下、EEOC）のサ
イトで、“cosmetic disfigurement”または
“facial disfigurement”に関係する事案を
検索し、21 事例を分析対象とした。これらと
並行して、ADA の障害の定義に関する法学・
障害学分野の文献を調査した。 
 
４．研究成果 
４-１．ADA における「障害」の定義 
 ADA の下で法的保護を得るには、この法律
が定める「障害」（disability）をもってい
ると認められる必要がある。ADA は「障害」
を以下 3つの側面から定義している。 
 
①1 つ以上の主要な生活活動を実質的に制約
する現在のインペアメント（現在の障害） 

②1 つ以上の主要な生活活動を実質的に制約
する過去のインペアメント（過去の障害） 

③1 つ以上の主要な生活活動を実質的に制約
するインペアメントをもっているとみな
されること（みなし障害） 

 
「主要な生活活動」とは、「自分の身のま

わりを世話し、手作業をし、見、聞き、食べ、
寝、歩き、立ち、持ち上げ、屈み、発話をし、
息をし、学び、読み、集中し、考え、意思を
伝え、働くことを含む」ものであり（ADA 改
正法 3条（2）（A））、「インペアメント」とは、
「生理的疾患もしくは状態、美容上の変形、
または解剖学的欠損」などの心身の機能の障
害をさす（EEOC 施行規則）。つまり、ADA の
下で法的保護を受けるには、単にインペアメ
ントをもっているだけでは不十分で、そのイ
ンペアメントが1つ以上の主要な生活活動を
実質的に制約するものでなければならない。 
 
４-２．裁判所による「障害」の解釈 
 ADA 施行以降、裁判所が「主要な生活活動
を実質的に制約する」という文言を狭く解釈
する傾向があるため、原告が「障害」をもっ
ているとは認められない事例が頻出した。と
りわけ、「容貌の障害」を含む「みなし障害」
について、ADA の趣旨に反して「障害」の定
義が狭く解釈され、原告が ADA に違反する差
別を受けていることを証明する機会が奪わ
れた（Mayerson 1997）。 
 ADA 旧施行規則によると、次の 3 つの場合
が「みなし障害」にあてはまる。 
 
（1）インペアメントはあるが主要な生活活

動の制約はないにもかかわらず、使用者
は主要な生活活動の制約があるとみなし
ている場合 

（2）インペアメントに対する他者の態度の
みが原因で、主要な生活活動の制約が生
じる場合 

（3）もともとインペアメントをもたないに
もかかわらず、使用者がその人を主要な
生活活動の制約がある人として扱う場合 

 
ここから明らかなように、ADA は従来の「障

害」をもつ人（４-１で確認した障害の定義
①および②）のみならず、インペアメントが
「障害」であると認識されている人や、イン
ペアメントに対する他者の否定的態度ゆえ
に不利益を被っている人も保護対象に包摂
しうるように「障害」の定義を拡大する必要
性を認識していた。 
 ところが、裁判所は原告に対して、現実に
存在する、または他者に認識されたインペア
メントが主要な生活活動を実際に制約して
いることを示すよう求めたため、原告が仕事
を遂行する能力があればあるほど、その人は
ADA の下で保護されるだけの「障害」をもっ
ていないと解釈されてしまうという皮肉な
事態が生じた。裁判所によるこのような解釈
は、「現在の障害」と「みなし障害」との混
同に起因している。「現在の障害」をもって



いると認定されるためには、原告は自身のイ
ンペアメントが主要な生活活動を実際に制
約していることを証明しなければならない
が、裁判所は「みなし障害」に対しても同様
の要請を突きつけたのである。 
 容貌の障害に関して、「主要な生活活動の
実質的な制約」の証明が障壁となって「みな
し障害」が認定されなかった事例としては、
Talanda v. KFC National Management Co.が
ある。原告は、多くの歯が欠けている部下を
接客係から調理担当に異動させるようにと
の命令を聞き入れなかった自分を解雇した
のは、部下（「みなし障害」者）に対する差
別であると会社側を訴えたが、部下が仕事を
遂行するうえで実質的な制約があったか、あ
るいは会社側がそのようにみなしたと原告
が考えても無理はないことを示すよう求め
られた。しかし、部下自身が仕事を遂行する
能力は制約されていないと主張したことか
ら、原告は部下の欠けた歯は主要な生活活動
を実際に制約していないと認めなければな
らなかった。 
裁判所はまた、主要な生活活動を実質的に

制約していると他者からみなされているこ
とを証明するという、ほとんど不可能な難題
を課したため、原告が「障害」をもっている
とは認められない事態が生じた。容貌の障害
に関して、主要な生活活動を実質的に制約し
ていると「他者からみなされていること」の
証明が障壁となって「みなし障害」が認定さ
れなかった事例としては、Van Sickle v. 
Automatic Data Processing, Inc.がある。
自動車事故によって顔に裂傷を負い、解雇さ
れたのは ADA 違反であると訴えた原告は、被
告が原告の仕事をする能力に実質的な制約
があるとみなしたという明確な証拠を提示
しなければならなかった。しかし、被告が原
告の顔について何度か言及したことはその
十分な証拠としては認められなかったので
ある。言うまでもなく、原告は自身が相手方
にどのように扱われたかという証拠は示せ
るが、相手方が何を認識したかは示せるはず
がない。 
 
４-３．ADA の改正 
 このように、従来の ADA 訴訟においては、
インペアメントが「主要な生活活動を実質的
に制約する」という条件を満たすかどうかを
争点にするあまり、差別行為の有無に関する
審査が行なわれない事態が相次いだ（川島 
2009）。しかし、そもそもなぜ「みなし障害」
が設けられたのかといえば、「障害」の第 1
と第 2の定義（現在と過去の障害）によって
は法的保護が得られない広範な人々に対応
するためである。にもかかわらず、第 1の定
義と混同され、「みなし障害」が認定されに
くいという事態は、ADA の趣旨に反している。 
こうした事態を懸念した立法府は、ADA の

趣旨を回復させようとADA改正法を成立させ
た。ADA 改正法においては、原告が「現実に

ある、または他者に認識された心身のインペ
アメントを理由に」差別を受けたことを立証
できれば、インペアメントが主要な生活活動
を実質的に制約していなくとも、また他者が
そのインペアメントが主要な生活活動を実
質的に制約しているとみなしていなくとも、
「みなし障害」が認定されることになった。 
ADA 改正法の意義を「障害のモデル」の観

点から検討すると、「障害の社会モデル」（以
下、社会モデル）の考え方に沿うものである
という点に求められる（川島 2009）。社会モ
デルは、障害者の社会生活上の不利（ディス
アビリティ）の原因を心身の機能の障害（イ
ンペアメント）に還元する考え方である「障
害の医学モデル」（以下、医学モデル）への
アンチテーゼとして登場した。この考え方に
おいては、ディスアビリティはインペアメン
トそれ自体ではなく、むしろインペアメント
とそれに対する社会的障壁との相互作用に
よって生じる。社会的障壁とは、建築構造や
法律の不備だけでなく、非障害者を中心に形
成された社会の支配的価値観や慣習行動な
ども含む広い概念である。 
 従来の ADA 訴訟は、インペアメントが「障
害」と言えるかどうかを注視しており、その
意味で医学モデルを採用していた。これに対
して、改正後の ADA は、「障害」と認定され
るための条件を緩和し、インペアメントが
「障害」と言えるかどうかではなく、インペ
アメントに対する差別行為があったかどう
かに焦点を当てているため、社会モデルの考
え方に沿うものに改められたと言える。 
 
４-４．日本への示唆 
 差別解消法は、雇用分野での差別を解消す
るための措置については障害者雇用促進法
（以下、雇用促進法）に委ねるとしている（第
13 条）。雇用促進法は、「障害者」を「身体障
害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。
第六号において同じ。）その他の心身の機能
の障害（以下「障害」と総称する。）がある
ため、長期にわたり、職業生活に相当の制限
を受け、又は職業生活を営むことが著しく困
難な者をいう」と定義している（2条 1号）。 
 これを素直に読む限りでは、障害者とは、
「心身の機能の障害」そのものが原因で職業
生活に長期的かつ相当の制限がある人をさ
している。顔のあざや傷痕のせいで精神的に
追い詰められて仕事に支障が出ている場合
など、容貌の障害をもつ人々はこの法律が定
める「障害者」に含まれるという見方もでき
る。これに対して、容貌の障害をもつ人々が
職業生活に制限を受けているのは顔のあざ
や傷痕そのものではなく、あくまで周囲の視
線や言葉が原因であるから、彼／彼女らはこ
の定義にはあてはまらないとの見方も成り
立つ。このように、容貌の障害をもつ人々は、
雇用促進法のもとでは「障害者」に含まれな
い可能性がある。 
 雇用促進法とは異なる考え方をとってい



るものとして、障害者基本法（以下、基本法）
における「障害者」の定義を確認しておきた
い。ちなみに、差別解消法は基本法 4条が規
定する「差別の禁止」の基本原則を具体化す
る法律として位置づけられるため、基本法と
まったく同じ「障害者」の定義を置いている。
基本法は、「障害者」を「身体障害、知的障
害、精神障害（発達障害を含む。）その他の
心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）
がある者であって、障害及び社会的障壁によ
り継続的に日常生活又は社会生活に相当な
制限を受ける状態にあるものをいう」と定義
している（2条 1号）。 
 雇用促進法との比較において注目したい
のは、「障害及び社会的障壁により」の部分
である。なぜなら、この文言のおかげで容貌
の障害をもつ人々が「障害者」に含まれる可
能性が高まるからである。容貌の障害をもつ
人々が日常生活や社会生活に制限を受けて
いるのは、たしかに顔のあざや傷痕そのもの
が原因ではない。しかし、それに対する周囲
の視線や言葉といった「社会的障壁」が原因
で仕事に支障をきたしているとすれば、容貌
の障害をもつ人々は基本法の定める「障害
者」に含まれうる。 
 雇用促進法における「障害者」の定義を受
けて、ADA 訴訟が陥った事態および ADA の本
来の趣旨から日本が得られる示唆は以下の 2
点である。 
 第 1 に、「長期にわたり、職業生活に相当
の制限を受け、又は職業生活を営むことが著
しく困難な者」という文言の解釈に留意しな
ければならないということである。条文から
明らかなように、同法の定める「障害者」と
認定されるには、単に身体障害等があるだけ
では不十分で、「長期にわたり、職業生活に
相当の制限を受け、又は職業生活を営むこと
が著しく困難な者」である必要がある。つま
り、この文言が狭く解釈されれば、それだけ
法的保護が受けられる人の範囲は限定され
てしまう。これはまさに改正前の ADA が陥っ
た事態である。後発であるがゆえに、日本は
ADA が辿った歴史から教訓を得ることができ
るはずだ。 
 第 2 に、「みなし障害」について明示的に
言及する必要があるということである。条文
を素直に読む限りでは、障害者とは「心身の
機能の障害」（インペアメント）そのものが
原因で職業生活に長期的かつ相当の制限が
ある人を指しており、必ずしもインペアメン
トそれ自体が仕事を遂行する能力を制約す
るわけではない容貌の障害をもつ人々は、雇
用促進法のもとでは「障害者」に含まれない
可能性が高い。しかし、連邦最高裁判所が述
べたように、障害や疾病に関して社会に蓄積
されてきた神話や恐れは、実際のインペアメ
ントから生じる身体的制約と同じように、仕
事を遂行する能力を実質的に制約させうる
（Arline, 480 U.S. at 284）。とするならば、
「心身の機能の障害」（インペアメント）そ

のものが原因で職業生活に長期的かつ相当
の制限がある人のみならず、「心身の機能の
障害」に対する他者の否定的態度によって職
業生活に長期的かつ相当の制限がある人も
含めて、障害差別の解消に取り組む必要があ
る。その際、ADA の歴史から学ぶべきなのは、
わざわざ「みなし障害」という新たな障害の
定義を設ける意図を考慮し、できる限り「障
害者」の認定を容易にしていかなければなら
ないということである。 
 いずれの点に関しても、社会モデルの考え
方が重要となる。障害差別の解消という文脈
で社会モデルを採用する意義は、インペアメ
ントそれ自体が個人に与える影響から、イン
ペアメントに対する否定的な反応が個人に
与える影響へと視点を移行させることにあ
る。この視点に立てば、顔のあざや傷痕など
容貌の障害を含め、どのようなインペアメン
トであっても差別行為を受けた者は法的保
護を受けられなければならない。つまり、社
会モデルを採用することにより、障害差別の
現実に照らして法的保護の対象を拡大する
べきだという考え方が得られるのである。 
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